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2.29 ５・６号機 非常用ガス処理系 

2.29.1 系統の概要 

非常用ガス処理系は，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，自

動起動する。非常用ガス処理系が起動することで原子炉建屋を負圧に保ち，原子炉格納容

器等から漏えいしてきた放射性物質をフィルタで除去する機能を有する。 

非常用ガス処理系は 100％容量の 2系列からなり，各系列は，排風機，高性能フィルタ

及びチャコールフィルタ等から構成されている。この系により処理されたガスは，主排気

筒に沿って設けている配管を通して主排気筒排気口から放出される。 

 

［系統の現況］ 

非常用ガス処理系の系統機能は,復旧済みである。 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料

を戻すことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射

能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と

同様の燃料集合体落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリス

クを与えないことから非常用ガス処理系の機能を維持する必要はない。 

また，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系の隔離及び非常用ガス処理

系の自動起動は必要としない。 

 

2.29.2 要求される機能 

なし。 

 

2.29.3 主要な機器 

 (1)５号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 
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d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

(2)６号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

    

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１６回工事計画認可申請書(53資庁第5742号 昭和53年6月27日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

 

2.29.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

  

(2)６号機 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出)  

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

 

 


